
第 217 回 ARIB 電波利用セミナー 
「電波監視業務における現状と課題」 

ご 案 内 

一般社団法人電波産業会 
 
デジタル社会の進展により、あらゆる分野で情報量が増加し、無線通信においても広

帯域通信の需要が高まっています。5G 技術の普及や技術の向上に伴い、従来の DEURAS
固定センサが対応していた周波数帯を超える高周波数の電波利用が拡大しています。ま

た、太陽光発電設備や LED などの新たな電子機器の利用が増える中で、意図しない混信

事例も増加しています。高周波数帯の干渉源から発射される電波や電子機器から発生す

るノイズは、一般的に伝搬距離が短いため、固定センサでは捉えることが難しく、現地

で発信源を探査する「移動監視」の重要性が高まっています。これらの状況を踏まえ、

高周波数帯の新たな混信源に対応可能な監視設備、監視手法、そして監視体制の在り方

について、検討が必要とされています。 
また、NTN（非地上系ネットワーク）時代の電波監視の在り方について、技術革新に

より、メガコンステレーション衛星や HAPS（高高度プラットフォームステーション）

を用いた新たな無線システムが登場しています。しかし、現行の衛星監視設備はメガコ

ンステレーション衛星には対応しておらず、国際的にもその監視手法はまだ確立されて

いません。現在、各国や国際会合において議論が進められており、こうした新しいシス

テムに対応可能な監視設備、監視手法、運用体制の在り方についても検討が求められて

います。 
さらに、電波法の基準に適合しない無線機器（不適合無線機器）への対策も重要な課

題です。訪日外国人の増加に伴い、外国製の無線機器が持ち込まれるケースが増えてお

り、また EC 市場の拡大により、電波法に適合しない機器の販売も増加しています。こ

れにより、混信の可能性が潜在的に高まっていると考えられます。特にドローンに関し

ては、基準に適合しない機器が上空で使用されることで、広範囲に影響を及ぼすことが

懸念されています。こうした不適合無線機器による混信を未然に防止するための方策に

ついても、検討が必要です。 
そこで、今回の ARIB 電波利用セミナーでは、総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境

課 監視管理室 河間課長補佐をお迎えして、電波監視を取り巻く状況の変化をはじめ、

現在、総務省において開催している情報通信審議会 電波有効利用委員会 電波監視作業

班における検討の状況等についてご講演いただきます。 
会員の皆様には、是非ともご参加下さいますようにご案内申し上げます。 
 

記 

1 日 時 ：2025 年 11 月 20 日（木）16 時から 17 時まで 
2 場所・形態 ：オンラインセミナー（Zoom ウェビナー使用） 
3 題 名 ：「電波監視業務における現状と課題」 
4 講 師 ：総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室 

課長補佐 河間 善之 様 
5 参 加 者 ：180 名程度（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

ARIB正会員、賛助会員対象 
6 申 込 先 ：当会ホームページの「講演会等開催案内」よりお申込みください。 

（https://www.arib.or.jp/osirase/seminar/index.html） 
7 参 加 費 ：無料 
8 問合せ先 ：ARIB電波利用セミナー事務局 大塚 
  TEL: 03-5510-8592 E-mail: arib-seminar@arib.or.jp 

以上 
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